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つき|ましては(本補償制度をご案内申し上げますので0ご検討のうえ是非ご加入くださいますようお願い申し上げます。

答裸蔭詭護薪着僣連,箸彙憤豊荏
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まで多くの会員の皆さまにご加入いただき、たいへんご好評をいただいております。

||||,||1111111,I,,|::11

111111::11,夕 ;

|11111111″ :

澁熙貶鰊:鷲猾贔蝙Я趙蒻雉識軋 鐵無鬱斃咆鳳

平成23年 10月 21日 (金 )
(財 )全日本スキー連盟事務局到着 (必着)分まで

※中途加入申込みは、(財 )全日本スキー連盟の「継続および新規会員登録表」ではできません。

(財 )全 日本スキー連盟 (スキー補償制度担当 Jヽ林)ヘ

FAX(044-966-6345)ま たは垂F送ください

C目目回り日圏囲屁→ 裏面の「ご加入の手続きについて」に記載された「お振込先」へ払込みください。

平成23年 11月 1日 (火 )午後4時から

平成24年 11月 1日 (木 )午後4時まで

10月 22日 (土 )以降に(財 )全日本スキー連盟事務局に到着する加入申込みは『中途加入』となり、いずれの補償制度も全て下記の方法となります。

会員登録と同時に保険加入を行わず、後日保険のみの加入を行う場合は、10月 21日 以前であつても、中途加入申込みとなります。

G□1困|||□日)別添の「加入依頼書」に所定事項を記入してください。
加入1依頼書|

1保1険料■|||

到着(着全)日

保険期 1間 (ご契約期1間 )

始 期 終期

1日～10日 当月20日 午後 4時 平成2準Fll月 1日 午幣4時

11日 ～20日 翌月 1日 午後 4時

21日 ～末日 翌月 10日 午後 4時嘲鵬調冒囮圏囮団固D加 入依頼書、保険料が到着 (着金)した日に応じ、次のとおりとなります。
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加盟団体担当者 各 位

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

2011/12SA」スキー補償制度の保険料改定および加入促進のお願い

申む宝霧蓬霧層
祥のこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては日ごろより格月1のご高配を賜り、厚く御ネL

轟票穐場栃 零:蹴漱硼奄翼殖醐酬震萬ぎ還認罐 馳‰躍
ました。これまでの保険料と異なりますので、ご注意のほどお願い申し上げます。

委
員の皆さまの多くの事故の際に利用されているネ甫償制度です。今年度も加入促進のほどお願い申し上げま

※11/12シーズンより、以下の内容と改訂させていただきます。

補償区分および補償内容 (変更なし)

会員自身の傷害補償

く補足>                           ヽ

1 賠償損害については免資金額なし。有資格者は練習・競技・指導中の事故を補償。パトロールはパトロール活動中の事故を補償。
2用品損害は1事故免責金額3.000円。盗難・火災のみ補償。

改定保険 会員1名あたりt保険期間1年間)
騒獨 路お黎

二般会員
スキーのみ補償

スキー・スノーボード補償

=‐

Oi500.南il

有資格者

スキーのみ補償 |11101自 | FI:|10南 11111
スキー・スノーボード補償 la201Fll
スキー・スノーボード補償
(賠償事故のみ補償)

スキニパトロール パトロール活動中の補償 1,300F電

SA」競技者
(アマチュア)

スキーのみ補償 11111“ 00円 |
スキー・スノーボード補償 |11.|:||1中 |

SA」競技者
(プロ)

スキーのみ補償

スキー・スノーボード補償 11100円 : 1710ooF31

②


